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１　航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

朝日航空株式会社所属ビーチクラフト式９５－Ｂ５５型ＪＡ５２０４は、平成元年 

１２月１１日、松山空港において飛行訓練を行っていたが、着陸滑走時、前脚が引込 

み、１５時１６分ごろ同滑走路上にかく座し、中破した。

同機には操縦教員１名及び操縦訓練生２名計３名が搭乗していたが死傷者はなかっ 

た。

１．２　航空事故調査の概要

1.2.1　事故の通知及び調査組織

航空事故調査委員会は、平成元年１２月１１日、運輸大臣から事故発生の通報を 

受け、当該事故の調査を担当する主管調査官を指名した。

1.2.2　調査の実施時期

平成元年１２月１２日～１３日 現場調査



1.2.3　原因関係者からの意見聴取 

意見聴取を行った。

２　認定した事実

２．１　飛行の経過

ＪＡ５２０４は、事故当日、操縦教員（機長）と操縦訓練生Ａ及びＢの合計３名が 

乗り組み、１０時２８分、操縦訓練生Ｂの操縦により八尾空港を離陸し、松山空港に 

向かった。松山空港において、３回の連続離着陸訓練を実施した後、１２時４３分に同 

空港に着陸した。

休憩の後、今度は、操縦訓練生Ａの訓練を行うため、同空港において、操縦教員と 

操縦訓練生Ａ及びＢが飛行前点検を実施したが、異常はなかった。

操縦訓練生Ａが左前席、操縦教員が右前席、操縦訓練生Ｂが後席に搭乗し、１４時 

１４分に、操縦訓練生Ａの操縦により、訓練飛行時間１時間２０分の予定で同空港から 

離陸した。

事故に至るまでの経緯は、上記３名によれば次のとおりであった。

２回の連続離着陸訓練の後、３度目の連続離着陸訓練を実施しようとして、フラッ 

プを「フル・ダウン」、ミクスチャーを「フル・リッチ」、プロペラを「フル・フォワー 

ド」にして滑走路３２側から速度約８８ノットで進入し、１５時１５分ごろ着地した。 

主車輪の接地に次いで前車輪が接地した後、徐々に機首が下がり、両方のプロペラ 

が滑走路面をたたいてエンジンが停止し、次いで機首が接地して約３００メートル 

滑走し、進入側滑走路端から約６４０メートル地点にかく座した（付図１参照）。

着陸の際、脚のダウン・ロックを示す３個のグリーン・ライトは点灯しており、 

警報音も鳴らなかった。

操縦訓練生Ａは、ミクスチャーを「カット」し、両方の燃料コックを「オフ」に 

し、操縦教員はオルタネータ及びイグニッションのスイッチを「オフ」にした。

滑走中に計器板付近から白煙のようなものが発生したので、操縦訓練生Ｂは後席 

で消火器を準備したが、その後、白煙は消滅し、火災発生の危険性を感じなかった 

ので消火器は使用しなかった。

同機が滑走路上に停止したのち、操縦訓練生Ａがバッテリ・スイッチを「オフ」に 

した後、３名ともキャビン・ドアから機外に脱出した。

事故発生時刻は、１５時１６分ごろであった。



２．２　人の死亡、行方不明及び負傷 

死傷はなかった。

２．３　航空機の損壊に関する情報

2.3.1　損壊の程度

中破

2.3.2　航空機各部の損壊の状況

プロペラ・ブレード 両ブレードとも後方に湾曲

前脚ドア及びノーズ・コーン 擦過痕及び一部破損

ヒータ排気管 損傷

前脚ブレース 破断

２．４　航空機以外の物件の損壊に関する情報 

なし

２．５　乗組員に関する情報

操縦教員 男性 ３９歳

事業用操縦士技能証明書 第５６１８号 昭和４９年６月１８日

限定事項

飛行機 陸上単発機 昭和４９年６月１８日

飛行機 陸上多発機 昭和５０年３月１１日

操縦教育証明 第９３９号 昭和５４年１２月２５日

第一種航空身体検査証明書 第１４２４０１８７号

有効期限 平成元年１２月１５日

総飛行時間 ６，７３４時間０４分

同型式機による飛行時間 ２８０時間０４分

最近３０日間の飛行時間 ６４時間４３分

操縦訓練生Ａ 男性 ２６歳

事業用操縦士技能証明書 第９６０３号

限定事項

飛行機 陸上多発機 昭和６０年６月２４日



第一種航空身体検査証明書 第１３６１０５６４号

有効期限 平成２年６月２９日

総飛行時間 １，３７５時間４８分

同型式機による飛行時間 ３２時間２０分

最近３０日間の飛行時間 ２４時間０５分

２．６　航空機に関する情報

2.6.1　航空機

型式 ビーチクラフト式９５－Ｂ５５型

製造番号 ＴＣ－１４７８

製造年月日 昭和４７年１０月１２日

耐空証明書 第大－１－３５３号

有効期限 平成２年１０月１２日

総飛行時間 ９，９５４時間１８分

１００時間点検（平成元年１０月８日実施）

後の飛行時間 ８７時間４６分

５０時間点検（平成元年１１月２１日実施）

後の飛行時間 ４１時間５８分

2.6.2　燃料及び潤滑油

燃料は航空用ガソリン１００／１３０、潤滑油はエアロシェル・オイルＷ８０で、 

いずれも規格品であった。

2.6.3　重量及び重心位置

事故当時、同機の重量は４，６７３ポンド、重心位置は８０．３インチと推算され、 

いずれも許容範囲（最大離陸重量５，１００ポンド、事故当時の重量に対応する重心 

範囲は７７．５～８６．０インチ）内にあったものと認められる。

２．７　気象に関する情報

松山空港における事故当時の気象観測値は、次のとおりであった。

１５時２０分（事故観測）

風向 ２４０度、風速 １１ノット、視程３０キロメートル



雲量 ２／８ 積雲 雲高３，０００フィート、気温１４度Ｃ

露点温度８度Ｃ、ＱＮＨ ３０．２７インチ／水銀柱

２．８　事実を認定するための試験及び研究

事故後、前脚を引き出し、ランディング・ギア室内部を点検したところ前脚ブレース 

の一部が、溶接時のブリード・ホール兼あまに油通し孔（以下「油孔」という。）部付近 

で破断していた（付図２及び写真２参照）。

この破断面を観察したところ、破断面の一部に疲労破壊を示すビーチ・マークが観察 

された（付図３及び写真３参照）。

なお、通常、油孔には付図２に示すように盲リベットが打ち込まれているが事故時、 

飛散して発見することはできなかった。

２．９　その他必要な事項

当該ブレースは総使用時間約７，０００時間で破断したが、総使用時間約５，９００ 

時間でオーバーホールが実施されており、不具合がないことが確認されている（昭和

６１年８月２６日実施）。

なお、朝日航空（株）では、製造者のショップ・マニュアルに準拠して、同社の整備 

規程で同ブレースを使用２，０００時間毎にオーバーホールすることを定めている。

３　事実を認定した理由

３．１　解析

3.1.1　操縦教員及び操縦訓練生は、適法な航空従事者技能証明及び有効な航空身体

検査証明を有していた。

3.1.2　同機は、有効な耐空証明を有し、所定の整備及び点検が実施されていた。

3.1.3　事故当日の気象状況は、事故に関連はなかったものと推定される。

3.1.4　同機の前脚のブレースが油孔部分から生じて進展していた疲労亀裂のために、 

強度が低下し、着陸滑走時の衝撃で残余の部分が最終破断し、同脚が引き込まれて、 

同機はかく座したものと推定される。



４　原因

本事故の原因は、同機が着陸滑走中に、疲労亀裂の進行していた前脚ブレースが着陸 

滑走時の衝撃で破断したため、前脚が引き込まれたことによるものと推定される。

５　参考事項

本事故に関連して、運輸省航空局は、平成２年６月２２日、当該型式航空機の所有 

者に対し、耐空性改善通報（TCD-3302-90、平成２年７月１９日発効）を発行し、当該 

ブレースの非破壊検査、又はアルミニューム鍛造のブレースへの交換を指示した。
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写真１　かく座状況

写真２　前脚ブレース破断部分



写真３　破断面の電子顕微鏡写真


